
令和８年６月８日 

旅客船事業者の行政処分等の状況について 

                関東運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官  

（１）行政処分等の年月日 令和８年６月８日 

（２）事業者の氏名又は名称 保田真二 

（３）処分等の種類 輸送の安全確保に関する命令 

（４）事故等の概要 

令和７年１２月１８日及び令和８年１月２６日、当局が上

記事業者に対する海上運送法第２５条第１項に基づく立入検

査を実施したところ、使用船舶にかかる中間検査の未受検、

特定教育訓練の未実施等の海上運送法等関係法令の規定に違

反する事実が確認されました。 

 

（５）処分等の内容 

【輸送の安全確保命令について】 

以下に掲げる措置について、令和８年７月８日までに当局あ

て文書にて報告すること。 

 

① 船舶所有者は、船舶安全法第１８条第１項第１号に

基づく検査を受検し、同項第７号に定める検査に合

格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で

航行の用に供すること。 

② 特定小型船舶所有者は、船員法第１１８条の５第１

項に基づき、特定小型船舶の乗組員（当該特定小型

船舶に乗り組ませようとする者を含む。）につい

て、特定教育訓練を実施すること。 

③ 安全統括管理者は、海上運送法第１９条の４、第２

１条の５及び第２２条第２項並びに安全管理規程第

５５条第４項に基づき、輸送の安全情報を公表する

こと。 

④ 安全統括管理者は、海上運送法施行規則第１９条の

２の２、第２２条の６及び第２３条の６に基づき、

毎事業年度の経過後１００日以内に、所轄の地方運

輸局長に輸送の安全情報を報告すること。 

⑤ 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防

止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとと

もに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第４



条に基づき、船舶安全法や船員法をはじめ、輸送の

安全を確保するために、関係法令及び安全管理規程

の遵守と安全最優先の原則について主体的に関与

し、安全マネジメント態勢を構築すること。 

⑥ 経営トップは、安全管理規程第６条に基づき、安全

管理にかかわる事業者の全体的な意図及び方向性を

明確に示した安全方針を設定し、内部へ周知するこ

と。 

⑦ 経営トップは、安全管理規程第７条に基づき、安全

方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全

重点施策を策定し実施すること。 

⑧ 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づ

き、船舶安全法や船員法をはじめ、関係法令の遵守

と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安

全管理規程の遵守を確実にすること。 

⑨ 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船

舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統

括し、船舶安全法や船員法をはじめ、関係法令及び

安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図るこ

と。 

⑩ 安全統括管理者又は運航管理者は、安全管理規程第

２０条に基づき、使用船舶の変更、航路の新設等、

この規程に係る事項に常に留意し、当該事項に変更

が生じたときは、遅滞なく規程の変更を発議するこ

と。 

⑪ 運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、配

船計画を作成するときは、使用船舶の安全性を検討

し、有効な船舶検査証書を受有させた船舶を運航す

ること。 

⑫ 運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合

は、安全管理規程第２２条に基づき、特定教育訓練

終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員

が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討

すること。 

⑬ 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条に基

づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判

断、運航中止の措置及び協議の結果等を記録するこ

と。 

⑭ 運航管理者は、安全管理規程第３１条及び運航基準

第４条に基づき、運航基準に定める事項を記載した

運航基準図を作成すること。 

⑮ 船長は、安全管理規程第４０条に基づき、船舶の船

体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作



成し、それに従って、原則として毎日１回以上点検

を実施すること。 

⑯ 運航管理者は、安全管理規程第５０条及び第５２条

に基づき、運航管理補助者、乗組員等に対し、安全

管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するた

めに必要と認められる事項について周知徹底を図る

ため、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実

施し、その概要を記録簿に記録すること。 

⑰ 運航管理者は、安全管理規程第５１条及び第５２条

に基づき、関係者とともに、年１回以上、事故処理

に関する訓練を実施し、訓練実施後はその概要を記

録すること。 

⑱ 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第

５４条に基づき、安全管理規程（運航基準、作業基

準、事故処理基準を含む。）及び運航基準図を船

舶、事業所その他必要と認められる場所に、容易に

閲覧できるよう備付けること。 

⑲ 船長は、運航基準第６条第２項に基づき、速力基準

表えお船舶に掲示すること。 

 

（６）違反点数付与状況 

当該行政処分等により付された違反点数 

輸送の安全に関する違反点数  ５８点 

 

 当該事業者の累計点数          同 上 

 


